
今後の特別支援教育の推進について（案）                    平成２５年１１月１１日 
 
１ 推進の背景 

  平成１９年 「障害者の権利に関する条約」政府署名 
         特別支援教育開始 
  平成２３年  障害者基本法改正 
  平成２４年 「特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告」

（中央教育審議会） 
  平成２５年  障害者差別解消推進法公布（施行：平成２８年） 
         学校教育法施行令改正  
  《ポイント》 

   インクルーシブ教育の要請。 
    ①障害の有無にかかわらず共に学ぶことの追求。 
    ②就学時の保護者意見の尊重。 
    ③差別的取り扱いの禁止、合理的配慮等の地方公共団体への

義務付け。 
 
２ 特別支援教育のあり方検討委員会の設置 

（１）目的等 

国の動きや区の特別支援教育推進の現状等を踏まえ、今後の区

における特別支援教育推進のあり方を検討する。区立小・中学校

長、学級担任、心理専門職、教育政策部長等により構成し、学識経

験者の助言を受ける。 
（２）検討経緯 

平成２５年６月 文教常任委員会（検討会設置の報告） 
        ７月 第１回検討会（８月までに４回開催） 

（３）検討課題 

   インクルーシブ教育システムへの対応を視野に、①指導・施設

面での学校支援のあり方、②就学相談のあり方、③交流及び共同学

習の推進、④特別支援学級の整備、⑤教職員の専門性向上、⑥指導

の質の向上（教材、ＩＣＴ等）等。 

（４）優先して対応すべき課題 

   学校の実状等を踏まえると、要配慮児童・生徒が在籍する通常

学級への支援に優先的に取り組む必要がある。 
  《理由》 

① 情緒障害学級に通う児童・生徒が増えているが、情緒障害学
級は原則週１日の通級であり、その他の日は通常学級で学

習・生活をしている。コミュニケーション困難、身辺自立困

難、ＬＤ（学習障害）による学習困難等の課題のある児童・

生徒を通常学級で指導・支援する必要がある。 

② インクルーシブ教育システムにより、障害のある児童・生徒 
の通常学級での対応を、現状よりも求められることが想定さ

れる。 

 

 

３ 通常学級に在籍している要配慮児童・生徒数の現状 

区分 各種制度・障害種別等 対象者数 

発
達
障
害 

① 非常勤講師(個別教科指導) 792人 

② 通級指導(情緒障害) 423人 

③ 学校支援員(通常補完・行事補完・水泳等) 175人 

小 計 ※1 延1，390人 

発
達
障
害
以
外
の
障
害 

④ 知的(就学相談で特別支援学級所見) 141人 

⑤ 肢体不自由(就学相談で特別支援学級所見)  8人 

⑥ 病弱(人的支援を受けている児童・生徒のみ)  8人 

⑦ 弱視  12人 

⑧ 難聴  23人 

⑨ 言語障害 144人 

小 計 336人 

 ※１ ①～③の制度を重複利用している児童・生徒もいるため、延

べ人数で表記している。 

○ 知的・肢体不自由については、就学相談を受けずに通常学級に

在籍している児童・生徒が上記以外にも多数いる。 

 
４ 通常学級への支援の現状 

体  制 役割、配置基準 平成24年度の状況 
学級担任 
【都採用】 

小１・２、中１は３５人、 
他は４０人で１学級。 

小：１，０８４学級 
中：  ３３２学級 

学校支援員 
【区非常勤職員】 

学習、行事、水泳、移動教

室の安全配慮等。 

学校支援員定数：２６人 

配置希望：延８６５件 

配置実績：延６６９件 

(通常補完:週1回程度) 

非常勤講師※ 
【区非常勤職員】 

学習指導（取り出し授業）。 
配置希望：32,116時間 
配置実績：24,056時間 
(各小中学校週８時間程度) 

付添介助員 
【報償費対応】 

宿泊行事での介助。 
配置希望：延６９人 
配置実績：延５４人 

支援要員 
【区臨時職員】 

学校支援員の不足分の補完

（移動介助など）。 
１０，７５９時間 
（小：２７校、中：３校） 

学生ボランティア 
安全配慮のための見守り

等。 
延３６人、４７４回 

※平成２４～２５年度実施計画事業。 
《課題》 

① 学校の要望に対し、十分な対応ができていない。 
② 制度ごとに教育委員会への手続きが必要で、活用方法も学校の裁
量度が少ない。 

 
 
 

５ 通常学級支援の新たな取り組み 

（１）（仮称）学校包括支援員（非常勤職員）の設置 

  《制度のポイント》 

① 現行の学校支援員と付添介助員とを整理統合し、通常学級

を包括的に支援する制度とする。 
② 要配慮児童・生徒の安全配慮と学習支援を行う。 
③ 学校配置を原則とし、学校裁量による活用を可能にする。 
④ 非常勤講師廃止を視野に入れ、予算の比重を新制度に移し、

各校１人の割合で措置することを当面の目標とする。 
《今後の通常学級支援の方向性》 

 【 現 状 】         【将来イメージ】  
 学校支援員         （仮称）学校包括支援員 
 非常勤講師          支援要員 
付添介助員          学生ボランティア 
支援要員            
学生ボランティア          

 
（２）年次計画（調整中） 

年度 学校支援員（現行制度） 
非常勤講師 予算概算 

（前年度比） 小学校 中学校 

２５ 
２６人 
（小中：週約１日） 

６月配置 
週８時間 

１４６百万 

２６ 
２９人 ※１ 
（小中：週約１日） 

４月配置 
週６時間 

１６０百万 
（１４百万） 

 
 

２７ 
４７人 
（小：週約２日、中：週約３日） 

４月配置 
週６時間 

廃止 
※２ 

１９４百万 
（３４百万） 

２８ 
６３人  
（小：週約３日、中：週約４日） 

４月配置 
週４時間 

〃 
２３１百万 
（３７百万） 

２９ 
７８人 
（小：週約４日、中：週約５日） 

〃 〃 
２７８百万 
（４７百万） 

３０ 
９３人 
（小中：週約５日） 

廃止 
または 
継続 
※２ 

〃 
講師廃止の場合 
２８４百万 
（６百万） 

※１ ２６人を現行制度、３人を新制度のモデル事業で学校に配置する。 
※２ 非常勤講師制度の廃止、継続については、（仮）学校包括支援員の運用

状況を検証しながら、Ｈ３０以降の実施計画策定時までに判断する。 
６ その他 

  通常学級支援以外の課題については、特別支援教育のあり方検討

委員会において、平成２６年度中を目途に検討し、必要な施策実施

に向けて調整する。 

Ｈ２７から（仮称）学校包括支援員へ移行 
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【 参 考 】 
 
１ 世田谷区における特別支援教育の取組みの現状 

平成１９年度より障害のある児童・生徒一人ひとりの教育的ニー

ズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育を本格的に開始し、

下記の推進体制の中で様々な取組みを推進してきた。 

 

①障害のある児童・生徒数の増加や障害種別、設置形態、地域バ 
ランス等を踏まえた特別支援学級の計画的な整備。 

②小・中学校等の指導体制や校外から学校を支援する体制の整備。 

③研修実施等による教職員の専門性の向上。 

④特別支援学級や通常学級への支援員や非常勤講師の配置による 

支援。 

⑤就学相談と教育相談が連携した相談支援体制の確保。 

⑥都立特別支援学校や保健・福祉等の関係機関等との連携。 

 

 

＜特別支援教育の推進体制＞

校内委員会

(特別支援教育コーディネーター)

派遣・配置

特別支援学級 設置校の場合 特別支援学級 未設置校の場合

校内委員会

(特別支援教育コーディネーター)

通常の学級

特別支援学級

○学校支援員、大学生ボランティア

○講師（教科の補充指導）など

都立特別支援学校

通
級

関係機関

支援・助言・交流等 支援・助言・交流等

校外アドバイザー
（教育相談室）

連携

派遣・配置

固定学級 通級指導学級

通級

連携

通常の学級

交流等

 

 

２ 特別支援教育に関する国の動向 

（１）障害者権利条約 第２４条  平成１９年政府署名 
   「インクルーシブ教育（仮訳：包容する教育制度）とは、障害

のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のあ

る者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する

地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に

必要な『合理的配慮』が提供されること等が必要とされてい

る」 
 
（２）障害者基本法第１６条（教育） 平成２３年８月改正 

   「国及び地方公共団体は、障害者が、・・・可能な限り障害者で

ある児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を

受けられるよう配慮しつつ、・・・必要な施策を講じなければ

ならない」 
   「障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情

報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなけ

ればならない」 
   「障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との

交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互

理解を促進しなければならない」 
 
（３）中央教育審議会特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告 

平成２４年７月 

   「障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場

で共に学ぶことを目指すべきである」 
   「小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援

学級、特別支援学校といった、連続性のある『多様な学びの

場』を用意しておくことが必要である」 
   「『合理的配慮』とは、障害のある子どもが、他の子どもと平等

に『教育を受ける権利』を享有・行使することを確保するた

めに、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を

行うことであり・・・学校の設置者及び学校に対して、体制

面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さな

いもの」 
   「教職員に加えて、特別支援教育支援員の充実、さらには、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ＳＴ（言

語聴覚士）、ＰＴ（理学療法士）等の活用を図ることにより、

障害のある子どもへの支援を充実させることが必要である」 
   「特別支援学校と幼・小・中・高等学校との間で行われる交流

及び共同学習については、双方の学校における教育課程に位 
 
 

 
置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど交流及び共 
同学習の更なる計画的・組織的な推進が必要である」 

 
 
（４）内閣府障害者政策委員会差別禁止部会 「障害を理由とする差

別の禁止に関する法制」についての意見 平成２４年９月 

   「入学、学級編成・・・学校行事への参加に関して、障害又は

障害に関連した事由を理由とする区別、排除又は制限その他

の異なる取り扱いは、不均等待遇として禁止されるべき」 
 
（５）内閣府障害者政策委員会 新「障害者基本計画」に関する意見 

平成２４年１２月 

   「障害者の個々の特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう

合理的配慮及び必要な支援が提供されることにより、障害者

と障害のない人が共に学ぶことを原則とするインクルーシブ

教育システムを構築すること」 
 
（６）障害者差別解消推進法第７条 平成２５年６月公布 

（施行は平成２８年４月） 

   「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者か

ら現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明が

あった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき

は、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該

障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の

除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければなら

ない」 
 
３ 特別支援教育に関する東京都の動向 

  東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画 平成２２年１１月 

   「通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒への支援を充実

させるため、すべての小・中学校に『特別支援教室』を設置

する構想を進め・・・複数年をかけてモデル事業（小学校対

象）を実施し、課題の検証等を行った上で各区の状況に応じ

順次導入を図る」 
 


